
◎地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用

保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 
（令和四年五月二日法律第三五号）   

一、 提案理由（令和四年四月五日・衆議院総務委員会） 

○金子（恭）国務大臣 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する

法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し

上げます。 

 この法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にす

るため、地方公務員について、国家公務員と同様に、育児休業の取得回数の制限を緩和

するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和するものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情が

ある場合を除き、現行の一回までを二回までとすることとしております。 

 また、子の出生の日から一定期間内の育児休業については、現行の最初の育児休業に

加え、二回目の育児休業についても、育児休業の回数制限に含めないこととしておりま

す。 

 第二に、非常勤職員について、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件

を廃止することとしております。 

 このほか、施行期日について規定するとともに、所要の規定の整備を行うこととして

おります。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和四年四月一二日） 

○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、育児又は介護を行う職員の職場と家庭の両立を一層容易にするため、地方公

務員について、国家公務員と同様に、育児休業をすることができる回数を、現行の一回

までを二回までとするとともに、非常勤職員については、介護休業の取得要件から、一

年以上の雇用期間の要件を廃止するものであります。 

 本案は、去る四月四日本委員会に付託され、翌五日金子総務大臣から趣旨の説明を聴

取し、七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、

本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告いたします。 

三、参議院総務委員長報告（令和四年四月二二日） 



○平木大作君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にする

ため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職

員に係る介護休業の取得要件を緩和しようとするものであります。 

 委員会におきましては、本改正による男性職員の育児休業取得率向上の効果、育児休

業の取得回数の在り方、人員不足への対応など育児休業を取得しやすい環境整備の必要

性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


